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ピープルファースト大会全国実行委員会 会則
た い か い ぜ ん こ く じ っ こ う い い ん かい かい そく

第１ 条 （名 称）
だい じょう めいしょう

１，この会の名前を「ピープルファースト大 会全 国実 行委員会」と
かい なまえ たいかいぜんこくじっこういいんかい

いいます。

第２ 条 （目 的）
だい じょう もくてき

１，この会は 「わたしたちは『しょうがいしゃ』である前に人 間です」、
かい まえ にんげん

という、ピープルファーストの考 え 方を広めるための全 国大 会を、
かんがえかた ひろ ぜんこくたいかい

企画・運 営することを目 的とします。
きかく うんえい もくてき

第３ 条 （事務局）
だい じょう じむきょく

１，この会の「事務局」は、ピープルファーストジャパンの全 国委員会
かい じむきょく ぜんこく いいん かい

事務局におきます。
じむきょく

２ この会の 現地事務局 は 全 国大 会の開 催地におきます 現地事務局， 「 」 、 。
かい げんち じむきょく ぜんこくたいかい かいさい ち げんち じむきょく

は、開 催地で話し合って決めます。
かいさい ち は な し あ き

第４ 条 （組織）
だい じょう そしき

， 、 、 。１ この会は ピープルファーストジャパンの活 動として 運 営されます
かい かつどう うんえい

２，この会は、ピープルファーストジャパンの正 会 員が委員となり
かい せいかいいん いいん

組織されます。
そ しき

３，この会は、年度ごとに、 新 しく委員が組織されます。
かい ねんど あたら いいん そしき

４，この会の年度は、大 会の第１回目の実 行委員会から、次の大 会の
かい ねんど たいかい だい かいめ じっこういいんかい つぎ たいかい

第１回目の実 行委員会の前 日までとします。
だい かいめ じっこういいんかい ぜんじつ
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第５ 条 （役 員）
だい じょう やくいん

１，この会では、次の役 員をおきます。
かい つぎ やくいん

実 行委員 長 １名
じっこういいんちょう めい

副実 行委員 長 ２名
ふくじっこういいんちょう めい

事務局長 １名
じむきょくちょう めい

２ 実 行委員 長 ・副実 行委員 長 １名・事務局長は現地事務局で話し合，
じっこういいんちょう ふくじっこういいんちょう めい じむきょくちょう げんち じむきょく は な し あ

って選びます。副実 行委員 長 １名は、前の大 会の現地事務局から
えら ふくじっこう いいん ちょう めい まえ たいかい げんち じむきょく

１名選びます。
めいえら

第６ 条 （会議）
だい じょう かいぎ

１，この会の会議は次のように開きます。
かい かいぎ つぎ ひら

（１）２ヶ月に一回、開きます。
かげつ いちかい ひら

（２）その他必 要なときに、会議を開くことができます。
そ の た ひつよう かいぎ ひら

２，この会で提 案される議案は、事務局と現地事務局が話し合ってから
かい ていあん ぎあん じむきょく げんち じむきょく は な し あ

提 案されます。
ていあん

３，事務局または現地事務局は、会議の記録をとります。
じむきょく げんち じむきょく かいぎ きろく

第７ 条 （議決）
だい じょう ぎけつ

１，この会では、次にあげる人が議決権をもつことができます。
かい つぎ ひと ぎけつけん

（１）全 国の各ブロックから選ばれた２名
ぜんこく かく えら めい

（２）大 会実 行委員会の役 員
たいかいじっこういいんかい やくいん

（３）ピープルファーストジャパンの全 国委員
ぜんこくいいん

２，ブロックの代 表として議決権をもつ人は、この会の年度のはじめに
だいひょう ぎけつけん ひと かい ねんど

決めて、その年度を通じて、代 表をつとめることとします。
き ねんど つう だいひょう
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第８ 条 （会議への交通費補助）
だい じょう かいぎ こうつうひ ほじょ

１，この会の議決をもつ人にたいして、この会は、次のような
かい ぎけつ ひと かい つぎ

交通費の補助を 行 います。
こうつうひ ほじょ おこな

（１）ブロックの代 表、実 行委員会役 員、ピープルファーストジ
だいひょう じっこう いいん かいやくいん

ャパン全 国委員として３回以 上、会議に出 席した人
ぜんこくいいん かいいじょう かいぎ しゅっせき ひと

（ ） 、 。２ 対 象となる費用は 会議場所までの一人分の往 復の交通費とします
たいしょう ひよう かいぎばしょ ひとりぶん おうふく こうつうひ

（３）補助は、大 会終 了後に支払うこととします。
ほじょ たいかいしゅうりょう ご しはら

（ ） 、 、４ 原 則として 対 象となる費用を全 額補助することとしますが
げんそく たいしょう ひよう ぜんがくほじょ

その年度の収 支の状 況によっては、全 国実 行委員会の同意
ねんど しゅうし じょうきょう ぜんこくじっこう いいんかい どうい

を得た後、補助の割 合を変 更することができます。
え あと ほじょ わりあい へんこう

第９ 条 （会 計）
だい じょう かいけい

１，この会の経費は、大 会参加者からの参加費、自治体・民 間団 体からの
かい けいひ たいかいさんかしゃ さんか ひ じ ち た い みんかんだんたい

助 成金、その他の収 入をもって、運 営します。
じょせいきん そ の た しゅうにゅう うんえい

２，この会の会 計は事務局が 行 います。
かい かいけい じむきょく おこな

３，この会の会 計年度は、大 会の第１回目の実 行委員会から、次の大 会の
かい かいけいねんど たいかい だい かいめ じっこういいんかい つぎ たいかい

第１回目の実 行委員会の前 日までとします。
だい かいめ じっこういいんかい ぜんじつ

４、事務局は、その年の 大会 の 会計 決算 後、 繰越金 の 扱 いに
じむきょく とし たいかい かいけいけっさん ご くりこしきん あつか

ついては、次の 大会 の現地事務局と話し合って、 大会 を 準備 して
つぎ たいかい げんちじむきょく はなしあ たいかい じゅんび

いく上で 必要 とする経費の一部を渡すこととします。
うえ ひつよう けいひ いちぶ わた

第１０ 条 （その他）
だい じょう そ の た

１，この会の会 則に定めないことで、必 要なことは 別に決めることが
かい かいそく さだ ひつよう べつ き

できます。

（附則）
ふそく

この会の会 則は、２００５年７月１１日より施行します。
かい かいそく しこう


